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入札のお知らせ 

 

次のとおり公募型指名競争入札を執行するので、入札参加希望者を公募する。 

 

令和８年６月４日 

秋田市長 沼 谷   純    

 

第１ 入札に関する事項 

１ 件    名 秋田市保健所公用車（軽自動車）賃貸借 

２ 仕 様 書 別紙のとおり 

３ 納 入 場 所 秋田市八橋南一丁目８番３号 秋田市保健所 

４ 借 上 期 間 令和８年９月１日から令和 15 年８月 31 日まで 

５ 入札参加要件 (1) 秋田市内に本社、支社、支店又は営業所等を有してい

ること。 

(2) 地方自治法施行令第167条の４第１項の規定に該当し

ないこと。 

(3) 市税の滞納がないこと。 

(4) 本市の指名停止期間中又は入札参加資格停止期間中

でないこと。 

(5) 秋田市暴力団排除条例第２条に規定する暴力団、暴力

団員又はそれらと密接な関係を有する者ではないこと。 

(6) 当該賃貸借物品に関し、迅速なアフターサービスおよ

びメンテナンスが行える体制にあること。 

６ 入札参加申込 

 

受付期間  

令和８年６月４日(木)から同年６月 19 日(金)まで 

（土曜日、日曜日および祝日を除く午前９時から午後５時

まで） 

 
受付場所  

秋田市八橋南一丁目８番３号 

秋田市保健所 １階 保健総務課 

７ 指名通知 等 令和８年６月 22 日(月) （予定） 

８ 入    札 

 日   時 令和８年６月 25 日(木) 午前 10 時 

 
場   所 

秋田市八橋南一丁目８番３号 

秋田市保健所 １階 中会議室 

 

入札保証金 

秋田市財務規則第 109 条により入札保証金が必要 

（金額や納付方法および免除手続きなどについては、別添

「入札保証金の取扱いに係る説明書」を参照） 

９ 契 約 日 落札日から起算して７日以内 
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第２ 注意事項 

１ 入札参加申込みについて 

(1) 本入札に参加を希望する者（以下「入札参加希望者」という。）は、次に掲げ

る書類（以下「申込書等」という。）を提出し、入札参加資格の審査を受けるこ

と。 

ア 公募型指名競争入札参加申込書 

イ 誓約書 

ウ 登記事項証明書（会社・法人）（発行から３か月以内のもの。写し可） 

エ 納税証明書（市税に未納がない証明書)（最新年度のもの。原本） 

オ 入札保証金免除申請書（入札保証金の免除を希望する場合） 

カ アフターサービス・メンテナンス体制届出書 

キ 仕様書要件報告書 

ク 賃貸借業者との契約をしめす契約書（覚書等）の写し 

(2) 申込書等は持参するものとし、郵送又は電送によるものは受付しない。 

(3) 申込書等の様式は、秋田市ホームページから入手すること。 

 

２ 指名について 

(1) 入札参加希望者のうち、入札参加資格の要件を満たしている者に指名通知す

る。 

(2) 提出された申込書等の審査の結果により、指名されない場合がある。その者

には選定結果通知により、その旨を連絡する。 

(3) 指名通知および選定結果通知は、電子メールで行う。 

 

３ 入札について 

(1) 秋田市財務規則および入札心得を遵守の上、入札に参加すること。 

(2) 長期継続契約の案件のため、契約の翌年度以降において予算の当該金額に減

額又は削除があった場合に当該契約が解除になることを了承のうえ参加する

こと。（長期継続契約とは、各年度における予算の範囲内で役務の提供を受け

ることを条件に、複数年度にわたり締結することができる契約をいう。） 

(3) 入札書の入札金額には、履行期間における総額を記入すること。 

(4) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10

に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その

端数金額を切り捨てた額）を落札価格とするので、消費税および地方消費税に

係る課税・免除事業者であるか否かを問わず、見積もった契約希望金額の 110

分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。 

(5) 予定価格の制限の範囲内で最低の価格で入札した者を落札者とする。 

(6) 開札の結果、落札者がいないときは再度の入札を２回に限り行う。再度の入

札でも落札者がいない場合には、随意契約に移行する。 

(7) 落札者となるべき同価の入札が複数あったときは、直ちにくじにより落札者       

 を決定する。なお、くじ引きは、辞退できないものとする。 

  (8) 代表者が入札行為の権限を代理人へ委任する場合は、入札時に委任状を提 

出すること。なお、入札書には、代理人の印を押印すること。 
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第３ その他 

１ 申込書等の作成に係る費用は、申込者の負担とする。 

２ 提出された申込書等は、返却しない。 

３ 申込書等の提出および物件の内容等に関する問合せ先 

秋田市保健所 保健総務課 総務企画担当 

電 話 018-883-1170(直通) 

ＦＡＸ 018-883-1171 

E-mail ro-hlmn@city.akita.lg.jp 


